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謹んで新年のお慶びを申し上げます謹んで新年のお慶びを申し上げます

農業委員・農地利用最適化推進委員一同
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明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

農
家
の
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
良
き
新
年
を
お
迎
え
の
こ

と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
日
頃
よ
り
農
業
委
員
会
の
活
動
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
い

た
だ
き
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
も
、
猛
暑
の
影
響
に
よ
る
農
作
物
へ
の
被
害
防
除
対
策
に
ご

尽
力
さ
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
大
変
お
疲
れ
様
で
し
た
。

　

さ
て
、
農
業
委
員
会
は
農
業
委
員
10
名
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進

委
員
６
名
の
16
名
体
制
で
運

営
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、

本
年
七
月
で
任
期
満
了
を
迎

え
ま
す
。
残
さ
れ
た
任
期
も

市
川
市
農
業
の
発
展
の
た
め

一
同
が
連
携
し
て
責
務
を
果

た
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

　

最
後
に
、
本
年
も
な
お
一

層
の
ご
支
援
、
ご
協
力
を
賜

り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
新
年
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

市川市動植物園のベニー（左）とテンテン（右）市川市動植物園のベニー（左）とテンテン（右）
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市川市農業委員会だより （２）

　農業経営に役立つ管理方法や最新技術、話題
の商品、先進農家の取り組みなど、農業経営に
役立つヒントが盛りだくさんです。
　　発行日　毎週金曜日
　　購読料　月額700円（送料，税込）

お申し込みは、農業委員会事務局まで
☎047－712－5063

全国農業新聞をご購読ください！

　国は、第５次男女共同参画基本計画において、農業委員
に占める女性の割合の目標を2025年度までに30％として設
定しています。
　現在市川市の女性農業委員は２名（20％）です。
　地域の農地を守り持続可能な農業、農村を創るためには、
女性の力が必要です。
　あなたも農業委員として活動しませんか。（詳細は第３面）

とうかつ女性農業者ネットワークに入りませんか‼とうかつ女性農業者ネットワークに入りませんか‼

農業委員への女性登用の促進について農業委員への女性登用の促進について
第５次男女共同参画基本計画第５次男女共同参画基本計画

～すべての女性が輝く令和の社会へ～～すべての女性が輝く令和の社会へ～

～きっと新しい出会いと発見があります！～～きっと新しい出会いと発見があります！～

とうかつ女性農業者ネットワークは、東葛飾地域（市川市・船橋市・松戸市・野田市・柏市・流山市・
我孫子市・鎌ケ谷市）の女性農業者のグループです。
野菜や果樹、酪農、加工等の技術習得に向けて、学習会や視察研修会などを年３回程度開催し、会員同
士の交流を深めています。

【問合せ先】とうかつ女性農業者ネットワーク担当 ☎ 04-7162-6151（千葉県東葛飾農業事務所改良普及課内）
ぜひ、私たちと一緒に活動しませんか！　皆様のお問合せ、ご加入をお待ちしています。

◆参加対象　　東葛飾地域で農業に携わる女性ならどなたでも OK です。（年齢制限なし）
① 地域の先進農家から
� 栽培技術を学ぶ！

② 新鮮でおいしい農産物を
� 消費者の皆さんに届けたい！

①　女性農業者の経営や技術のスキルアップを目指します。
②　仲間と連携し地域の農業を盛り上げていきます。活動の目的

女性農業者の女性農業者の
皆さん皆さん

先進的経営事例の視察研修 マルシェサークルでイベント参加 加入している会員の声

地域の垣根を越えて仲間が増えて
嬉しいです♪



市川市農業委員会だより（３）

　農業委員及び農地利用最適化推進委員の任期満了（令和８年７月19日）に伴い、新たな
委員を次のとおり募集します。

農業委員及び農地利用最適化推進委員を募集します農業委員及び農地利用最適化推進委員を募集します

農業委員及び農地利用最適化推進委員の概要
農業委員 農地利用最適化推進委員

１　定数 10人 ６人

２　任期 令和８年７月20日~令和11年７月19日 委嘱された日～令和11年７月19日

３　主な業務内容

農地法に関する許認可業務
農地利用の最適化の推進に関する業務
毎月の定例総会及び現地調査、研修会への
出席

農地利用の最適化に関する業務
※（担当区域内での活動）
①担い手への農地の利用集積・集約
②遊休農地の発生防止と解消
③新規就農の推進

４　報酬（月額） 52,400円 44,500円

５　身分 市の特別職の非常勤職員

６　委員の概要 農業に関する識見を有し、農業委員会の業
務を適切に行うことができる人

農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見
を有する人

※農地利用最適化推進委員の担当する区域
区域番号 地　　区　　名

１ 大町

２ 大野町　南大野

３ 柏井町　奉免町

４ 稲越　下貝塚　曽谷　北方町
宮久保　東菅野

５ 国府台　国分　中国分　北国分
須和田　東国分　堀之内　真間

６ 上記以外の地区

　１．募集期間
　　　令和８年１月19日（月）～令和８年２月18日（水）必着
　２．応募方法
　　　応募用紙に必要事項を記入し、持参または郵送により、農業委員会事務局へ提出してください。
　　　・他薦の場合（推薦者が個人）、農業者など２人以上が連名し、代表者が記入してください。
　　　・他薦の場合（推薦者が法人又は団体）、法人又は団体の代表者が記入してください。
　　　・自薦の場合（応募）、自ら記入してください。
　※�応募要領及び応募用紙は、農業委員会事務局・農政課・大柏出張所・行徳支所市民課・市民課国
分窓口連絡所で配付、または市公式Webサイトからダウンロードできます。

　　ご不明な点は、農業委員会事務局までお問い合わせください。

地域の農業者や農業団体（地区の代表として）

推薦・公募

市　長 農業委員会

農業委員 農地利用最適化
推進委員

任命 委嘱市議会
（同意）

募集等について
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の
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者
の
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
健
や
か
に
新
年
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
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心
か
ら
お
慶
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申
し
上
げ
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す
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令
和
８
年
は
「
丙
午
（
ひ
の
え
う
ま
）」
の
年

に
あ
た
り
ま
す
。
十
干
十
二
支
の
組
み
合
わ
せ

の
中
で
も
、
強
い
火
の
性
質
を
持
つ
丙
と
、
勢

い
の
あ
る
馬
が
重
な
る
年
と
さ
れ
、
何
事
に
も

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
み
な
ぎ
る
年
に
な
る
と
も
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
活
気
あ
る
年
に
市
川
市
の

農
業
も
力
強
く
発
展
し
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て

お
り
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す
。

　

寒
さ
が
厳
し
い
折
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
く

れ
ぐ
れ
も
ご
自
愛
の
う
え
、
実
り
多
い
一
年
と

な
り
ま
す
よ
う
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

❖ 

編
　
集
　
後
　
記 

❖

　こんな方が加入できます。
①国民年金第１号被保険者
　（国民年金保険料納付免除者を除く）
②年間 60 日以上農業に従事
③ 65 歳未満
　（60 歳以上は、国民年金の任意加入被保険者）

〇少子高齢時代に強い積立方式・確定拠出型の年金です。
〇保険料は、自由に決めることができます。
〇�終身年金で、80 歳前に亡くなられた場合、死亡一時金があり

ます。
〇税制面での優遇措置があります。
〇�一定の要件を満たす農業者には保険料の国庫補助があります。

【お問い合わせ】
ＪＡいちかわ教育文化部または農業委員会事務局までご連絡ください。
ＪＡいちかわ　047（339）2511

　登記地目は農地ではないが、課税地目が畑もしくは田となっている土地も農地法の許可（届出）
が必要となる場合がありますので注意が必要です。特に相続などで引き継がれた土地は気づかず
に違反転用になっているケースがあります。ご不明な点があれば農業委員会までご相談ください。

農地は無断で転用できません。農地は無断で転用できません。
市街化区域内では届出、その他の区域では許可が必要です。市街化区域内では届出、その他の区域では許可が必要です。

　農業委員会では、毎年、農地法第52条に基づき賃借料等の動向について調査し、農業者
の方に情報提供をしています。
　今年も農家台帳を基に、農地を借りている耕作者の方に令和７年分の賃借料調査書（回
答書）をお送りしますので、お手元に届きましたらご協力をお願いいたします。

農業者年金に加入しましょう

＝＝農地の賃借料調査にご協力をお願いいたします＝＝

（４）


